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三次市教育委員会会議録  

 

1 日  時   令和 8年 3月 25日（水） 

        開会 10時 30分 

        閉会 12時 00分 

 

2 会  場   三次市役所本館 6階 603会議室 

 

3 出席委員   教 育 長  迫 田 隆 範 

        委 員  小 根 森 直 子 

        委 員  井 岡 直 美 

 委 員  藤 井 皇 治 郎 

 委 員  小 川 治 孝 

 

4 出席職員   教 育 部 長  宮 脇 有 子 

 教育部次長  豊 田 庄 吾 

 教育企画課長  渡 部 真 二 

 学校教育課長  新 谷 勝 治 

 学校給食担当課長  小 原 謙 二 

 社会教育課長  山 西 正 晃 

 教育企画係長  髙 野 寛 久 

 教育企画課主事  平 奈 菜 巴 

 

5 議事日程 

(1) 議案第 53号 三次市教育長の職務代理者の指名等に関する規則案について 

(2) 議案第 54号 三次市重要文化財の指定について 

(3) 議案第 55号 三次市重要文化財の指定解除について 

(4) 議案第 56号 三次市教育委員会規則の読点の表記を改める規則案について 

(5) 議案第 57号 令和 8年度三次市教育スーパーアドバイザーの委嘱について 
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(6) 議案第 58号 令和 8年度三次市スクールカウンセラーの委嘱について 

(7) 議案第 59号 三次市社会教育委員の委嘱について 

(8) 議案第 60号 三次市奥田元宋・小由女美術館館長の任命について 

(9) 議案第 61号 三次市奥田元宋・小由女美術館副館長の任命について 

(10) 議案第 62号 令和 8年度三次市地域学校協働活動推進員の委嘱について 

(11) 議案第 63号 令和 8 年度三次市不登校支援政策コーディネーターの任命につ

いて 

(12) 議案第 64号 三次市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施

計画案について 

  

6 報告事項  

(1) 報告第 20号 三次市文化振興活動支援補助金交付要綱の一部改正について 

(2) 報告第 21号 三次市学びの支援活動推進事業補助金交付要綱の一部改正につ

いて 

(3) 報告第 22号 三次市放課後児童クラブ医療的ケア児審査委員会設置要綱の制

定について 

  

迫 田 教 育 長 ただいまから,教育委員会会議を開催する。 

はじめに,前回の教育委員会会議以降の状況について,2点報告する。 

1点目は定期人事異動についてである。 

三次市の定期人事異動について発表があった。部長,次長,課長級の人事

について,あらためて報告する。教育部長の宮脇有子,教育部次長で奥田

元宋・小由女美術館館長の松原香織,教育企画課長の渡部真二,学校教育

課長の新谷勝治,学校給食担当課長兼三次学校給食センター長の小原謙

二,社会教育課長の山西正晃については異動はない。 

教育部次長の豊田庄吾は,地域共創部次長に配置換えとなるが,教育部

次長を併任する。また,川地中学校の藤本裕佳里校長が教育部次長とし

て事務局に入り,学びの多様化学校の設置準備にあたる。 

その他の職員の異動については,タブレット掲載の資料にて,後ほど事
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務局から報告する。 

2点目は,君田中学校及び八幡小学校の閉校式・閉校記念行事の開催につ

いてである。 

3月19日に君田中学校の閉校式を行った。閉校式の後には,地元の閉校記

念事業実行委員会の主催による閉校記念行事が行われた。また,3月22日

には八幡小学校の最後の卒業式,その後に閉校式を行った。閉校式後に

は実行委員会主催での閉校記念行事が行われた。 

両校ともに閉校式の最後には,代表の子どもから校旗が福岡市長に返納

された。君田中学校は79年,八幡小学校は152年の歴史に幕を閉じた。両

校ともに学校関係者をはじめ多くの卒業生や地域の皆様が参加された。

教育委員の皆様にもそれぞれの学校の閉校式にご参加いただき感謝申

し上げる。 

以上,教育長報告とする。 

迫田教育長 これから議事に移る。本日,追加議案として「三次市立学校の教育職員

に関する業務量管理・健康確保措置実施計画案について」の提出があっ

たためこれを認め,議案第 64 号とする。議案第 57 号から議案第 63 号

は人事案件のため,公開になじまないものと考える。 

ついては,三次市教育委員会会議規則第 14条第 1項の規定により,議案

第 57号から議案第 63号は非公開とし,議案第 53号から議案第 56号及

び議案第 64号,報告事項については公開が適当と考えるがいかがか。 

委 員 一 同 ―異議なし― 

迫田教育長 それでは,議案第 53号について事務局の説明を求める。 

教育企画課長 ―議案第 53号資料に沿って説明― 

以上,説明とする。 

迫田教育長 質問,意見等あればお願いする。 

委 員 一 同 ―質疑なし― 

迫田教育長 それでは,議案第 53号についてはよろしいか。 

委 員 一 同 ―了承― 

迫 田 教 育 長 続いて,議案第 54号について事務局の説明を求める。 
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社会教育課長 ―議案第 54号資料に沿って説明― 

以上,説明とする。 

迫 田 教 育 長 質問,意見等あればお願いする。 

委 員 一 同 ―質疑なし― 

迫 田 教 育 長 それでは,議案第 54号についてはよろしいか。 

委 員 一 同 ―異議なし― 

迫 田 教 育 長 続いて,議案第 55号について事務局の説明を求める。 

社会教育課長 ―議案第 55号資料に沿って説明― 

以上,説明とする。 

迫 田 教 育 長 質問,意見等あればお願いする。 

委 員 一 同 ―質疑なし― 

迫 田 教 育 長 それでは,議案第 55号についてはよろしいか。 

委 員 一 同 ―異議なし― 

迫 田 教 育 長 続いて,議案第 56号について事務局の説明を求める。 

教育企画課長 ―議案第 56号資料に沿って説明― 

以上,説明とする。 

迫 田 教 育 長 質問,意見等あればお願いする。 

委 員 一 同 ―質疑なし― 

迫 田 教 育 長 それでは,議案第 56号についてはよろしいか。 

委 員 一 同 ―異議なし― 

  

議案第 57号 令和 8年度三次市教育スーパーアドバイザーの委嘱について 

（人事案件のため非公開） 

議案第 58号 令和 8年度三次市スクールカウンセラーの委嘱について 

（人事案件のため非公開） 

議案第 59号 三次市社会教育委員の委嘱について 

（人事案件のため非公開） 

議案第 60号 三次市奥田元宋・小由女美術館館長の任命について 

（人事案件のため非公開） 
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議案第 61号 三次市奥田元宋・小由女美術館副館長の任命について 

（人事案件のため非公開） 

議案第 62号 令和 8年度三次市地域学校協働活動推進員の委嘱について 

（人事案件のため非公開） 

議案第 63号 令和 8年度三次市不登校支援政策コーディネーターの任命について 

（人事案件のため非公開） 

学校教育課長 ―議案第 58号資料に沿って説明― 

以上,説明とする。 

  

迫 田 教 育 長 続いて,議案第 64号について事務局の説明を求める。 

学校教育課長 ―議案第 64号資料に沿って説明― 

以上,説明とする。 

迫 田 教 育 長 質問,意見等あればお願いする。 

委 員 一 同 ―質疑なし― 

迫 田 教 育 長 それでは,議案第 64号についてはよろしいか。 

委 員 一 同 ―異議なし― 

迫 田 教 育 長 続いて,報告第 20号について事務局の説明を求める。 

社会教育課長 ―報告第 20号資料に沿って説明― 

以上,説明とする。 

迫 田 教 育 長 質問,意見等あればお願いする。 

委 員 一 同 ―質疑なし― 

迫 田 教 育 長 それでは,報告第 20号についてはよろしいか。 

委 員 一 同 ―了承― 

迫 田 教 育 長 続いて,報告第 21号について事務局の説明を求める。 

社会教育課長 ―報告第 21号資料に沿って説明― 

以上,説明とする。 

迫 田 教 育 長 質問,意見等あればお願いする。 

小 川 委 員 具体的にどういったところで活用されているか。 

社会教育課長 現在は八次で活動されている NPO法人あすなろが活用している。 
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迫 田 教 育 長 その他なければ,報告第 21号についてはよろしいか。 

委 員 一 同 ―了承― 

迫 田 教 育 長 続いて,報告第 22号について事務局の説明を求める。 

社会教育課長 ―報告第 22号資料に沿って説明―  

以上,説明とする。 

迫 田 教 育 長 質問,意見等あればお願いする。 

委 員 一 同 ―質疑なし― 

迫 田 教 育 長 それでは,報告第 22号についてはよろしいか。 

委 員 一 同 ―了承― 

迫 田 教 育 長 以上で,本日予定した議事等は全て終了した。 

本日の教育委員会会議を終了する。 

 

 終了時間  12時 00分 


